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  選 挙 公 示   

平成２２年２月２４日 

会員各位 

愛知県病院薬剤師会 

選挙管理委員会 

委員長  藤吉 清 

役員の選挙に関する公示 

 

 愛知県病院薬剤師会「会則」第１３条に定める役員の選任について，「選挙管理委員会規程」第７条に

基づき下記の通り公示する． 

記 

 

１．選挙の期日       平成２２年４月２４日（土）（平成２２年度総会） 

２．選挙の種類       会長（１名），副会長（３名以内），理事（１５～２０名）の選挙 

３．届出事項及び手続   「会則施行細則」第２０条の役員選挙規程により，選挙管理委員会 事務局 

                  宛に直接または郵送（書留）により届け出る． 

４．届出期日         平成２２年３月１０日 

５．届出先           〒４４６-８６０２ 愛知県安城市東広畔２８ 

                          安城更生病院 教育研修センター内 

                          愛知県病院薬剤師会 選挙管理委員会 事務局 

 

 

(注１) 郵送により届け出る場合は書留とし，封筒に「選挙関係書類在中」と朱書する． 

(注２) 「会則施行細則」，「選挙管理委員会規程」は次頁以降に掲載する． 

(注３) 立候補等に必要な届出用紙は，必ず末尾の所定用紙を使用する． 
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愛知県病院薬剤師会 会則 

 

第１章  総   則 

第１条 本会は愛知県病院薬剤師会という． 

第２条 本会の事務局は，施行細則に定める． 

 

第２章  目的及び事業 

第３条 本会は日本病院薬剤師会の趣旨に則り，会員相互の連絡を密にし必要な施策を行い会員の職

能を高めることを目的とする． 

第４条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う． 

・病院診療所等に勤務する薬剤師の学識技能向上並びに給与などに関する事項 

・病院診療所薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事項 

・例会，講演会，研修会，学会などの開催及びこれに対する協力に関する事項 

・会員名簿，機関誌及び関係図書などの刊行に関する事項 

・関係諸団体，諸官庁との連絡に関する事項 

・その他目的達成に必要な事項 

 

第３章  会   員 

第５条 本会の会員を分けて正会員，名誉会員，特別会員Ａ及びＢ並びに，Ｃとする． 

第６条 正会員は愛知県内の病院診療所などに勤務する薬剤師であって，日本病院薬剤師会の正会員

とする． 

第７条 特別会員Ａは正会員以外の薬剤師であって，日本病院薬剤師会の特別会員とする． 

第８条 特別会員Ｂは正会員であったものが，その資格を失った時，本人の申し出により理事会の承認

を経て，本会の特別会員Ｂとする． 

２．特別会員Ｂは正会員と同じように愛知県病院薬剤師会の事業には参加できる． 

３．議決権はない． 

第９条 特別会員Ｃは本会の目的に賛同する団体に所属する個人とする． 

２．特別会員Ｃは，愛知県病院薬剤師会が開催する事業に参加することができる． 

第 10 条 正会員，特別会員Ａ，Ｂ，及びＣは本会所定の会費及び負担金を納めるものとする． 

第 11 条 本会に名誉会員を置くことができる． 

２．名誉会員は本会に特に顕著な功績のあった者のうちから理事会の推薦と総会の承認を経て会長が委

嘱する． 

３．名誉会員は終身委嘱とする． 

第 12 条 会員に本会の名誉を段損し又は本会の目的趣旨に反する行為があったときは，総会の議決を

経て除名することができる．ただし，総会は議決前に弁明の機会を与えなければならない． 
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第４章  役員及びその他の機関 

第 13 条 本会に次の役員を置く． 

 会 長  １名 

 副会長  ３名以内 

 

 

 

 理 事  15〜20 名  

 

 

 

 

第 14 条 会長は本会を代表し，会務を統括する． 

２．副会長は会長を補佐し，会務を掌る． 

３．理事は会長及び副会長を補佐し，会務を分掌する． 

４．総務理事は本会の総務を掌る． 

５．会計理事は本会の会計を掌る． 

６．副会長は，会長に事故のあるときはあらかじめ会長の定める順位に従いその職務を代理する． 

７．会長，副会長に事故のあるときはあらかじめ会長の定める順位に従い理事が会長の職務を代理す

る． 

８．監事は本会の会務及び会計を監査する． 

９．監事は毎年その監査の結果を総会に報告しなければならない． 

10．理事及び監事は兼任することができない． 

第 15 条 会長，副会長，理事及び監事は正会員のうちから，総会にて選出する． 

２．理事は名古屋支部（４地区）及び各支部の計９ブロックより，各２名以上を第 6 章役員選挙規程に準じ

て選出する．ただし，任期満了に伴う理事の交代は原則として半数の入替とする． 

３．総務理事及び会計理事は，理事会の承認を経て会長が正会員のうちから指名する． 

４．理事及び監事は相互に兼ねることができない．  

第 16 条 役員の任期は２か年とする．ただし，連続しては４期までとする．（欠員補充による期間は含めな

い） 

２．任期満了時に会長にあったものは，理事会の承認を得て，任期を 2 期まで延長することができる． 

３．補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする． 

４．役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う． 

第 17 条 会長は会務遂行のため必要と認めた時は理事会の承認を経て・理事若干名を第 13 条以外に指

名することができる．ただし，会長指名の理事は連続しては２期までとする． 

第 18 条 本会の事務を処理するため職員を置くことができる． 

第 19 条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる． 

２．名誉会長は本会に特に顕著な功績のあった者のうちから理事会の推薦と総会の承認を経て会長が委

嘱する． 

うち会長１名 

副会長３名以内 

総務理事１名 

会計理事１名 
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３．名誉会長は会務を行わない． 

４．名誉会長の任期は正会員在籍中とする． 

５．顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する． 

６．顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする． 

 

第５章  会   議 

第 20 条 会議を分けて総会及び理事会とする． 

第 21 条 会議の議決及び承認は出席者の多数決による． 

 可否同数のときは議長が決める． 

第 22 条 総会は通常総会及び臨時総会とする． 

２．通常総会は毎年１回会長が招集する． 

３．臨時総会は会長が必要あると認めたときに招集することができる． 

４．総会の議長はその都度選出する． 

５．総会の議決及び承認は正会員により行う． 

第 23 条 次の事項は総会の議決又は承認を必要とする． 

 ・会則の改正 

 ・理事及び監事の選出 

 ・予算の決定及び決算の承認 

 ・会費及び負担金額の決定 

 ・事業計画の決定及び事業報告の承認 

 ・日本病院薬剤師会代議員及び予備代議員の選出 

 ・名誉会長及び名誉会員の承認 

 ・会員の除名 

 ・その他本会の運営に関する重要な事項 

第 24 条 理事会は理事をもって組織する 

２．理事会は会務を処理する機関であって，会長は随時必要な場合にこれを招集しその議長となる． 

３．理事会は理事半数以上が出席しなければ開くことができない． 

４，監事は理事会に出席して質問し又は意見を述べることができる．ただし，表決に加わることはできな

い． 

第 25 条 次の事項は理事会の議決で決める． 

 ・総会の招集に付随する事項 

 ・総会から委任された事項 

 ・総会を開く暇のない場合における緊急な事項．ただし，この議決事項は次期総会において承認を受け

なければならない． 

 ・日本病院薬剤師会名誉会員・有功会員の推薦 

 ・会員の表彰 

 ・その他重要な会務 
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第６章  専門委員会及び地区支部 

第 26 条 本会に専門委員会を置くことができる． 

２．専門委員会は専門委員をもって組織する． 

３．専門委員会の種類，構成及び任務その他必要な事項は施行細則に定める． 

第 27 条 本会は地区に支部を置く． 

２．支部の組織及び運営に関し必要な事項は施行細則に定める． 

 

第７章  日本病院薬剤師会代議員 

第 28 条 日本病院薬剤師会代議員及び予備代議員（以下代議員等という）は正会員のうちから総会にお

いて選出する． 

２．代議員等の定数，任期及び欠員その他については日本病院薬剤師会の定めるところによる． 

第 29 条 代議員等は日本病院薬剤師会代議員会の状況を速やかに理事会に報告しなければならない． 

 

第８章  経費および収入 

第 30 条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる． 

第 31 条 既納の会費は原則としてこれを返還しない． 

 

第９章  会計年度 

第 32 条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる． 

 

第 10 章  施行細則 

第 33 条 本会則の施行上の細目は，理事会の議決を経て，施行細則に定める． 

 

附   則 

この規定は，昭和 34 年５月 16 日から施行する． 

一部改正 昭和 43 年６月１日 

 〃  昭和 47 年３月 11 日 

 〃  昭和 54 年３月 10 日 

 〃  昭和 55 年３月８日 

 〃  昭和 56 年５月９日 

 〃  昭和 57 年５月８日 

 〃  昭和 59 年 10 月６日 

 〃  平成２年４月 14 日 

 〃  平成４年４月 25 日 

 〃  平成６年４月 23 日 

 〃  平成８年４月 27 日 

 〃  平成 16 年４月 24 日 
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愛知県病院薬剤師会 会則施行細則 

 

第１章  事 務 所 

第１条 本会の事務局は，名古屋市立大学病院薬剤部におく． 

 

第２章  会   員 

第２条 本会の正会員，特別会員Ａ，Ｂ及びＣとなるには，所定の用紙によって本会に入会を申し込み，

当該年度の会費を納入することを要する． 

なお会費は，正会員 10000 円，特別会員Ａ 13000 円，特別会員Ｂ 5000 円，特別会員Ｃ 15000 円とす

る． 

２．前項の会費は，会費納入時期に納入すること． 

ただし，会費納入時期を過ぎた場合には申し込みと同時に納入すること． 

３．毎年度10月以降に本会の正会員特別会員Ａ，Ｂ及びＣとして入会申し込みをするものは，当該年度の

会費は年会費の半額とする． 

４．会費のうち，他の身分によって，納入済の分についてはこれを免除する． 

第３条 上記入会申込書が提出された場合，本会は受理した日をもって入会とし，正会員，特別会員Ａは

日本病院薬剤師会に入会通知を行い，特別会員Ｂ，Ｃは日本病院薬剤師会に入会しない． 

第４条 正会員，特別会員Ａ，Ｂ及びＣは氏名，住所，勤務先などに変更を生じたときは，速やかに本会

に届けなければならない． 

第５条 正会員，特別会員Ａ，Ｂ及びＣが退会しようとするときも前条に準じる．この場合本会は受理した

日をもって退会とし，正会員，特別会員Ａは日本病院薬剤師会に退会通知を行う． 

第６条 名誉会員は会費の納入を要しない． 

第７条 特別会員Ａ及びＢ及び名誉会員が病院・診療所に再勤務した場合，希望により正会員に復帰す

ることができる． 

 

第３章  理 事 会 

第９条 理事会は会議の記録を作成しなければならない． 

第 10 条 会長は緊急を要する事項について理事会を開く暇のない場合は，正副会長会の議決をもって代

えることができる．ただし，事後理事会の承認を要するものとする． 

 

第４章  会務執行部 

第 11 条 本会は会務執行のため次の部を設けることができる． 

 総務部 会務の管理，事業の企画，庶務・渉外に関する事項 

 会計部 経理・会計に関する事項 

２．各部員の人選は理事会が行い，会長が委嘱する． 

３．総務部員は総務理事を補佐し，会計部員は会計理事を補佐する． 
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第５章  専門委員会及び支部 

第 12 条 本会の会務を円滑に運営するため必要な調査研究機関として，次の専門委員会を置く． 

 ・調査委員会 病院並びに診療所に勤務する薬剤師の地位向上及びにその他諸問題と薬剤と業務に

関する統計調査・研究に関する事項 

 ・会員委員会 会員増加対策，会員名簿整備及び渉外に関する事項並びに病院診療所薬剤師の求人，

求職の円滑化に関する事項 

 ・学術教員委員会 会員の研修，薬剤師教育，医薬品情報活動並びに学術発展に伴う調査研究等に

関する事項． 

 ・編集委員会 機関紙編集出版並びにその他広報に関する事項 

 ・中小病院・診療所委員会 

 中小病院及び診療所における諸問題の調査研究に関する事項 

 ・薬学生病院実習検討委員会 薬学生の病院実習が円滑かつ効果的に実施できる調査研究に関する

事項 

 ・愛病薬ホームページ委員会 ホームページを介して，会員への情報提供，収集に関する事項 

第 13 条 各委員会は委員長１名，副委員長１名，委員若干名をもって組織し，委員長には理事を充てる． 

２．委員会の人選は正会員からの立候補者を募り，理事会で選考の上決定し会長が委託する． 

３．委員は正会員以外から臨時に委嘱することができる． 

４．委員長は委員会を主宰し，副委員長は委員長を補佐し必要があればその職を代行する． 

第 14 条 各委員会の委員長は記録を作成し，理事会に報告しなければならない． 

第 15 条 各委員会の発足，解散は理事会の議決による． 

第 16 条 本会は，次の地区に支部を置く．地区区分は別紙を参照． 

 

 

           名古屋市 

           尾張西地区 

           尾張中地区 

           知多地区 

           東三河地区 

           西三河地区 

  

  

 

２．支部は，会則第４条各号に掲げる事業のうち，各地区の実情に即した事業を本会と連絡をはかりなが

ら行う． 

３．支部長は，本会理事の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する． 

４．支部長は，会務を遂行するために支部総務及び会計，その他の役員を会長の承認を経て置くことがで

きる． 

５．会長は，会務推行のため必要あるときは支部長を召集し地区支部長会を構成することができる． 
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第６章  役員選挙規程 

第 17 条 この規定は，会則第 13 条に定めた役員の選任を，公正に行うことを目的とする． 

第 18 条 役員の選任を円滑に行うために，選挙管理委員会を置く． 

第 19 条 選挙管理委員会は次に掲げる事務を行う． 

 ・役員選挙についての告示 

 ・役員立候補届の受理，資格審査及び候補者氏名の公示 

 ・役員選挙における投票及び開票の管理並びに投票の有効と無効の判定 

 ・選挙結果の総会での報告 

 ・本条第２号及び第３号の異議申し立ての受理審査並びに判定 

 ・第 26 条に関すること 

 ・その他役員選挙事務に関すること 

第 20 条 自ら役員に立候補しようとする者は，立候補届（様式１）と略歴書（様式２）とを公示に従い委員会

に提出しなければならない． 

 この際，３名以上の正会員の推薦を添えるものとする． 

第 21 条 選挙権は，会費を完納している正会員に限る． 

第 22 条 被選挙権は，会費を完納している正会員のうち，本会に１年以上在籍している者とする．ただし，

監事に立候補しようとする者についてはこの限りではない． 

第 23 条 立候補を辞退する者は，選挙日の７日前までに辞退届（様式３）を委員会に提出しなければなら

ない． 

第 24 条 選挙は，立候補届があった者について総会出席正会員の無記名投票により行う． 

第 25 条 当選者は，それぞれの選挙において高得票順に定める．ただし会長については，総得票数の過

半数を必要とし，得票数が過半数に達しないとき，次点者と決選投票を行う． 

第 26 条各選挙を通じ，立候補届締切時を経過するも，その選挙によって選ぶべき員数を超えないときは，

委員会での議決を経て選挙を行わずに，その候補者をもって，当選者とすることができる． 

第 27 条 この規定の改廃は理事会の決定による． 

 

第７章   そ の 他 

第 17 条 本会の名称は愛病薬と省略できるものとする． 

第 18 条 本会の会計口座管理は会計理事の氏名・住所をもって運用するものとする． 

第 19 条 本会の会計以外の口座管理は，総務理事の氏名・住所をもって運用するものとする． 

 

附   則 

この施行細則は，昭和 48 年３月 10 日から実施する． 

一部改正  

昭和 54 年３月 10 日，昭和 56 年５月９日，昭和 57 年５月８日，昭和 59 年 10 月６日，平成２年４月 18 日，

平成４年５月 25 日，平成６年４月 23 日，平成 10 年４月 18 日，平成 13 年４月 21 日， 

平成 16 年４月 24 日， 

平成 18 年５月 25 日 
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愛知県病院薬剤師会 選挙管理委員会規定 

 

第１条 愛知県病院薬剤師会会則第 13 条に定めた役員の選挙を公正かつ円滑に行うために本規定を

定める． 

 

第２条 前条の目的達成のため，愛知県病院薬剤師会会則施行細則第６章役員選挙規程（以下役員選

挙規程という）第 18 条により選挙管理委員会（以下委員会という）を設ける． 

 

第３条 委員会は理事会の決定により正会員より５名を選出して構成し，委員長，副委員長は委員の互

選とする． 

 

第４条 委員の任期は１年とする．ただし残任期間に限り委員内の交代を認める． 

 

第５条 委員長，副委員長の任期は，委員と同一とする．ただし，いずれか欠員となった場合は改めて委

員の互選により委員長，副委員長を選出する．この場合の任期は前任者の残任期間とする． 

 

第６条 選挙管理委員は候補者となることはできない． 

 

第７条 委員会は選挙日（当該総会）60日前までに選挙の種類，立候補者の届出期日，届出先など必要

事項を会誌，ホームページ等により公示しなければならない．また，届出期日は公示した日より 14 日後ま

でとする． 

 

第８条 委員会は役員選挙規定第 20 条により提出された届出書を審査し，適格と認めた者につき，選挙

30 日前までにその氏名を会誌，ホームページ等または総会資料に公示し選挙日まで届出書類を管理保

管する． 

 

第９条 委員会は，投票用紙等選挙に必要な物品を調達管理し，選挙事務をつかさどる． 

 

第 10 条 この規定の改廃は理事会の決定による． 

 

 

附   則 

 

本規定は平成１６年４月２４日より施行する． 
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様式１ 

立 候 補 届 

愛知県病院薬剤師会 選挙管理委員会殿 

平成   年   月   日 

 

ふりがな 

氏名                       印      （満   才） 

勤務先 

同所在地 〒                        TEL    −    − 

 

支部名                  支 部 

抱負 

 

 

 

 

 

 私は愛知県病院薬剤師会会則施行細則第 20 条に基づき 平成   年   月   日に行われる選挙

にあたり＿＿＿＿＿＿＿＿＿に立候補しますので，下記の推薦人署名と所定の書類を添え届け出ます． 

 

   上記の者を ＿＿＿＿＿＿＿ 立候補者として推薦する 

 

推薦人 所属 

  氏名                                                      印 

 

推薦人 所属 

  氏名                                                      印 

 

推薦人 所属 

  氏名                                                      印 

 

所属長 

  氏名                                                      印 

 

 

 

＊立候補者は所属長の許可を得ること．但し，立候補者が所属長である場合は不要 
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様式２ 

略 歴 書 

愛知県病院薬剤師会 選挙管理委員会殿 

平成   年   月   日 

 

ふりがな 

氏名                             印  （満   才） 

現住所 〒                               TEL   −   −  

 

勤務先 

同所在地 〒                              TEL   −   − 

 

支部名                   支 部 

愛知県病院薬剤師会加入年月 

            （ 昭和 平成 ）   年  月 

 学  歴 （大学卒業以降の学歴を記入） 

（年  月） 

         ： 

         ： 

         ： 

薬剤師免許登録番号    第       号 

薬剤師免許登録年月日  （ 昭和 平成 ）   年  月 

 職  歴 

（年  月） 

         ： 

         ： 

         ： 

         ： 

         ： 

         ： 

愛知県病院薬剤師会及びその他関連団体役員歴 

         ： 

         ： 

         ： 

 賞  罰 

         ： 

         ： 
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様式３ 

 

辞 退 届 

 

愛知県病院薬剤師会 選挙管理委員会殿 

平成   年   月   日 

 

 私は愛知県病院薬剤師会会則 条に基づき 平成   年   月   日に行われる選挙にあたり 

＿＿＿＿＿＿＿＿に立候補しましたが，立候補を辞退することに致しましたので届け出ます 

 

ふりがな 

氏名                                        印  

 

勤務先 

 

同所在地 〒 

 

支部名                  支 部 

 

 

 


